
 

川崎市火災予防規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○川崎市火災予防規則 ○川崎市火災予防規則 

昭和48年９月29日規則第69号 昭和48年９月29日規則第69号

川崎市火災予防規則 川崎市火災予防規則 

（       変電設備等の換気、点検及び整備に支障のない距離） （キュービクル式変電設備等の換気、点検及び整備に支障のない距離） 

第３条の２ 条例第14条第１項第３号の２（条例第11条の２第１項及び第３

項、第14条第３項、第15条第２項及び第３項並びに第16条第２項及び第４

項の規定において準用する場合を含む。）の規定による       変

電設備等と建築物等の部分との間に保たなければならない換気、点検及び

整備に支障のない距離は、別表第４のとおりとする。 

第３条の２ 条例第14条第１項第３号の２（条例第11条の２第１項及び第３

項、第14条第３項、第15条第２項及び第３項並びに第16条第２項及び第４

項の規定において準用する場合を含む。）の規定によるキュービクル式変

電設備等と建築物等の部分との間に保たなければならない換気、点検及び

整備に支障のない距離は、別表第４のとおりとする。 

第12号様式 第12号様式 



 

改正後 改正前 

 
 


